
「坂城
さ か き

神社
じんじゃ

古文書
こもんじょ

」  町指定有形文化財（古文書） 

 

所在地：大字坂城（坂城神社）  所有者：坂城神社  指定：昭和 59年 10 月 1日 

 

イ．武田
た け だ

信
しん

玄
げん

社領
しゃりょう

寄進状
きしんじょう

 

  武田信玄が、永
えい

禄
ろく

11 年戊 辰
つちのえたつ

（1568）９月 20 日坂城大宮（当社）に社領を寄進し、併せて祭礼を

命じたものです。 

ロ．武田勝頼
かつより

社領安堵状 

  武田信玄の子勝頼が天
てん

正
しょう

７年（1579）２月 17 日当社の社領を安堵したものです。 

ハ．長谷川
は せ が わ

安左
や す ざ

衛門
え も ん

禁制
きんせい

 

  越後
え ち ご

高田
た か だ

城主
じょうしゅ

松
まつ

平
だいら

光
みつ

長
なが

の臣、坂木領代官長谷川安
は せ が わ や す

左
ざ

衛門
え も ん

利
とし

次
つぐ

が慶安
けいあん

３年（1650）３月７日当社神

主あてに下した禁制条目です。 

二．村上
むらかみ

義
よし

清
きよ

神領
しんりょう

寄進状 

  村上義清が天文
てんぶん

元年（1532）２月３日当社に神領を寄進したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

イ ロ 

ハ 二 


